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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月10日(2020.7.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の式の化合物またはその薬学的に許容される塩：
【化１】

式中、
ａは０または１；
ＡＡ１はそれに結合しているイオウ原子と共に、３－メルカプトプロピオン酸、任意に置
換されたシステイン、または任意に置換されたホモシステイン；
ＡＡ２はそれに結合しているイオウ原子と共に、システインまたはホモシステイン；
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Ａｒ１は任意に置換されたアリール；
Ｘ１は、Ａｒｇ、Ｄａｐ、Ｄａｂ、Ｏｒｎ、Ｌｙｓ、Ｄａｐ（ｉＰｒ）、Ｄａｂ（ｉＰｒ
）、Ｏｒｎ（ｉＰｒ）、またはＬｙｓ（ｉＰｒ）；
Ｘ２は、Ａｒｇ、Ｄａｐ、Ｄａｂ、Ｏｒｎ、Ｌｙｓ、Ｄａｐ（ｉＰｒ）、Ｄａｂ（ｉＰｒ
）、Ｏｒｎ（ｉＰｒ）、Ｌｙｓ（ｉＰｒ）、Ｄ－Ａｒｇ、Ｄ－Ｄａｐ、Ｄ－Ｄａｂ、Ｄ－
Ｏｒｎ、Ｄ－Ｌｙｓ、Ｄ－Ｄａｐ（ｉＰｒ）、Ｄ－Ｄａｂ（ｉＰｒ）、Ｄ－Ｏｒｎ（ｉＰ
ｒ）、Ｄ－Ｌｙｓ（ｉＰｒ）または不存在；
Ｘ３はＧｌｙまたは不存在；
Ｘ４はＰｈｅ、２Ｎａｌ、１Ｎａｌまたは不存在；
Ｘ５はＧｌｙまたは不存在；
Ｒ２は－ＯＲ４または－ＮＨＲ５；
Ｒ４はＨまたはアルキル；および
Ｒ５はＨ、アルキル、任意に置換されたアリール、任意に置換されたアラルキルである。
【請求項２】
　次の式の請求項１に記載の化合物またはその薬学的に許容される塩：
【化２】

式中、
ａは０または１；
ｍおよびｎは独立して１または２；
Ｒ１はＨまたは－ＮＨＲ３であって、Ｒ３はＨ、アルキル、アシル、任意に置換されたア
リール、任意に置換されたアラルキル、－Ｃ（＝Ｏ）－Ａｒａであって、Ａｒａは任意に
置換されたアリール；および
Ａｒ１、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４、Ｘ５およびＲ２は請求項１に定義されているものであ
る。
【請求項３】
　薬学的に許容される塩は酢酸塩、塩酸塩、またはトリフルオロ酢酸塩である、請求項１
または２に記載の化合物。
【請求項４】
　ａ＝１およびＡｒ１は任意に置換されたフェニルである、請求項１～３のいずれか１項
に記載の化合物。
【請求項５】
　ｍ＝１およびｎ＝１である、請求項１～４のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項６】
　ｍ＝１およびｎ＝２である、請求項１～４のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項７】
　ｍ＝２およびｎ＝１である、請求項１～４のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項８】
　Ｘ２は、 （Ｄ）－異性体または不存在である、請求項１～７のいずれか１項に記載の
化合物。
【請求項９】
　Ｘ４は、 （Ｄ）－異性体または不存在である、請求項１～８のいずれか１項に記載の
化合物。
【請求項１０】
　Ｒ１はＨおよびｍ＝１である、請求項１～９のいずれか１項に記載の化合物。
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【請求項１１】
　Ｒ１はＡｃ－ＮＨおよびｍ＝２である、請求項１～９のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項１２】
　Ｒ２は－ＮＨ（Ｅｔ）およびＸ４とＸ５は不存在である、請求項１～１１のいずれか１
項に記載の化合物。
【請求項１３】
　配列番号４～２８からなる群から選択される、請求項１に記載の化合物。
【請求項１４】
　ｍ＝１、ｎ＝１およびＲ１はＮＨＲ３であって、Ｒ３は請求項２で定義されるものであ
る、請求項１～５のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項１５】
　ｍ＝１、ｎ＝２およびＲ１はＮＨＲ３であって、Ｒ３は請求項２で定義されるものであ
る、請求項１～４のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項１６】
　ｍ＝２、ｎ＝１およびＲ１はＮＨＲ３であって、Ｒ３は請求項２で定義されるものであ
る、請求項１～４のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項１７】
　請求項１の化合物またはその薬学的に許容される塩、および薬学的に許容される賦形剤
を含む医薬若しくは医薬組成物。
【請求項１８】
　薬学的に許容される賦形剤は、薬学的に許容される担体、希釈剤、賦形剤、結合剤、香
味剤、またはそれらの組合せを含む、請求項１７に記載の医薬若しくは医薬組成物。
【請求項１９】
　ＣＸＣＲ４活性化に関連する臨床状態を被っている対象を治療するための、請求項１７
～１８のいずれか１項に記載の医薬若しくは医薬組成物。
【請求項２０】
　前記臨床状態は関節リウマチ、肺線維症、ＨＩＶ感染、または癌を含む、請求項１９に
記載の医薬若しくは医薬組成物。
【請求項２１】
　前記癌は、乳癌、膵臓がん、黒色腫、前立腺がん、腎がん、神経芽細胞腫、非ホジキン
リンパ腫、肺がん、卵巣がん、結腸直腸がん、多発性骨髄腫、多形神経膠芽腫、および慢
性リンパ性白血病からなる群から選択される、請求項２０に記載の医薬若しくは医薬組成
物。
【請求項２２】
　関節リウマチ、肺線維症、ＨＩＶ感染、または癌を有する患者を治療するための医薬若
しくは医薬組成物の製造ための、請求項１～１６のいずれか１項に記載の化合物の使用。
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